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 3000 万円控除とﾛｰﾝ控除の併用ﾃｸﾆｯｸ 
原則は併用不可 
今月は⾃宅の買換えに絡んだ節税のポ
イントについて解説致します。 

不動産を売却した場合、通常は利益に
対して⻑期譲渡で 20.315%、短期譲
渡で 39.63％の税⾦が課税されます。
これが実際に住んでいる⾃宅を売った場
合、その後の生活保障という観点から利
益 3000 万円までは税⾦を掛けないと
する「3000 万円控除」が適用できます。
しかしながら、その後⾃宅を買換えする場
合で住宅ローンを組む場合、新居の住
宅ローン控除を適⽤すると旧居の
3000万円控除は併⽤できないという
制約がありますので、この状況に該当す
る⼈は原則として「売った税⾦を安くして
ローン控除を諦める」or「売った税⾦を
払ってローン控除の適⽤を受ける」の二
者択⼀、有利選択をすることになります。
よくローン控除を適用している⾃宅を売っ
たら 3000 万円控除が適用できないの
ではないか、という勘違いをされている方
がいますのでご留意ください。 

 

3 年目だけ併用可 
また、実は両者の併用は全く不可とい
う訳ではなく、新居に居住した年を中
心とした前後 2年の合計 5年間に
3000万円控除を適⽤すると併⽤
が不可という規定になっています。 

したがって、先購入し居住した後、2
年間空けて 3 年目以降に売却すると
併用ができるということになります。この
2年間は賃貸していても OKなので
すが、ここで注意しなければならないの
は、3000 万円控除が住まなくなっ
てから 3年目の年末までに売却をし
ないと適⽤ができないという点です。 

よって、実際には新居に居住してから
3年目の 1年間に旧居を売却した
場合のみ併⽤ができるということになり
ます。もちろん先売却のケースでも同
様ですが、2 年間賃貸暮らしをしない
といけませんので、実務上は先購入の
ケースが大半です。 

 

今月のコメント 
ここ 1 年以上ダイエットと健康のため週一
の水泳を続けていました。最初は 25ｍ泳
いで息が切れていたのですが 1 年以上続
けると 1km 簡単に泳げるようになりまし
た。 

健康には良いと思うのですがダイエットには
全く効果がなく、ある方から水泳は身体が
冷えるので脂肪が付くと指摘され、今月か
らジョギングの週を作ることにしました。ジョ
ギングは苦手なのでやる気を出すため専門
店でタイツなどジョギングウェアを一式揃えま
した。格好だけは一⼈前です(笑) 
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